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Abstract

Isitcost-effectiveforJapantoinvestinSOxemissionreductionsofAsiancountriesinorderto

protectherownterritoryfromacidification？Thispaperaimstoanswerthequestion･

First,datawerecollectedandintegrated.Theyinclude:arecentlyreleasedsource-receptor

matrixwithdetailedregionalbreakdownofNortheastAsia,aswellascostsofalternativeSOx

reductiontechnologies.

Secondly,thecostsofreducingunitSOxdepositioninJapanwerecomparedforalternative

sourcelocation(e.g.Japan/Kyushu,China/Shenyang,Korea/Pusan)andalternativereduction

technologies.Itwasfoundtobecost-effective,comparedtocostlyJapan'sadditionaldomestic

reductionoptions,toinvestinreductionoptionsofbothChina'slow-costonesandtheonesof

SouthernKoreawhichisgeometricallyclosetoJapan.

Needlesstosay,themostimportantstakeholdersofAsiancontinentalemissionreductionare

thosewholiveinthecontinent-notJapanese.Still,Japanhasherownreasontohelpneighbors

toreducetheemissions.

1．はじめに

日本への硫黄酸化物沈着量のうち，アジア大陸から

の越境汚染の寄与は，国内の排出源によるものと同程

度に上り，かなり大きい割合を占めていると考えられ

ている4)8)'').(酸性化全般に関する解説としては，

文献を参照されたい5))．今後，アジア諸国では，更

なる経済発展とそれに伴うエネルギー需要増大に伴い，

酸性化物質排出も増加することが懸念されている7)．

IIASAによるRAINSアジアプロジェクト4）では，こ

のまま排出が増え続けた場合には21世紀初頭にアジア

地域で深刻な酸性化被害が生じる可能性を示し，それ
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を抑制するための総費用を対策の程度に応じてGDP

の0.5%から2%程度と見積もっている．

日本にとって，アジア大陸における排出削減に対し

て費用負担をすることには，以下の3つの意味がある．

第1は，それが大陸の環境を改善することから，国際

協力として行うことに意義がある，というものである．

第2は，越境して沈着する酸性物質が絶対量として多

いために，生態系保全の観点から放置するべきではな

い，というものである．第3は，外国での安価な排出

削減オプションを利用するほうが，日本で今以上に削

減するよりも安あがりかもしれない，というものであ

る．

本報告では，このうち第3点についての評価を主に

行う．これによって，「日本の酸性化防止のために大

陸への国際協力が必要である」という，よく見られる

議論について，その費用効果性の定量的評価を行う．

第1点については後で若干の考察をする．第2点につ

いては文献4)および今後の検討に委ねたい．

本報告に先立つ事例としては，明日香3),PearCe･
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図－1本稿で用いる排出沈着行列が対象とする地域分割

中田9）らの研究があり，中国での脱硫投資の日本にとっ

ての費用便益を分析している．しかし，これらの研究

では対象地域を東北中国全体あるいは中国全体として

扱っているため，越境汚染の地域的性質の把握が不十

分であり注!)，また酸性物質の越境輸送に関する大気

科学的知見，排出削減費用，損害費用についてのデー

タが十分であるとはいえなかった．

本報告でも，これら先行研究と同様な費用便益分析

を行う．その重要な特徴の一つは，地方（中国ではお

おむね省）レベルを分析対象とすることである．これ

によって，越境汚染の性質に関してより詳細な理解が

なされる．もう一つの特徴は，方法論上の問題から，

ここでは酸性化による損害評価は行わずに明日香3)，

の方法論を概ね踏襲し，中国および韓国における硫黄

排出削減が日本にもたらす便益を，「日本における排

注1）例えば，同じ中国でも日本に近い沿海地方（例えば大

連）の排出と，日本に遠い内陸地方（例えば成都）に

おける排出では，日本へ飛来する程度が異なる．

注2）沈着削減限界費用とは，その沈着を1単位追加的に削

減するのに必要な費用のことである．

－67－

出削減費用の軽減」という形で評価することである．

以下では，日本への酸性沈着を1単位減らすのに必

要な費用について，日本と大陸の排出源について比較

評価する．より正確に言えば，日本への「沈着削減限

界費用｣注2)を，大陸の排出源と日本の排出源について

比較する．このために，まず節2と節3において，沈

着削減限界費用を，「排出沈着行列｣注3）と「排出削減

限界費用｣注4)によって計算する．この経済性評価は，

硫黄排出に伴う被害の全体を捉えるものではなく，ま

た様々な不確実性を内包しているが，これについては

節4で議論する．最後に節5で，結論を与える．

2．北東アジアの排出沈着行列

排出沈着行列(Source-ReceptorMatrix)とは，

ある地域からの排出（この場合は硫黄排出）が，どの

程度だけ他の地域に沈着するかを，定量的に表した行

注3）ある地点における排出が，他のある地点に沈着する程

度を表現する行列．

注4）排出削減限界費用とは，その排出をl単位追加的に削

減するのに必要な費用のことである．
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表1 排出沈着行列（1）：排出のうち，日本へ沈着

する割合

排出元 中国東部 韓国 北朝鮮 日本

沈着先

中国・四国 0.2％ 0.6% 0.6％ 4.8％

中部 0.0％ 0.1% 0.0% 6.2％

北海道・東北 0.1％ 0.6％ 0.3% 10.7%

関東 0.0% 0.2％ 0.1％ 3.9％

近畿 0.1% 0.9％ 0.3％ 7.7％

九州・沖縄 0.1% 0.7% 0.0％ 2.0％

日本（合計） 0.5％ 3.1％ 1.4％ 35.4％

出所：文献”より作成

列のことである．本報告では，特に北東アジア地域

(日本・中国東部注‘)・韓国・北朝鮮の4地域）につい

て検討を行う．排出沈着行列の研究は幾つかあるが

(節4.2で後述)，本稿ではこのうちで，最も詳しい地

域分割で行列を与えているという理由から,Amann2)

のものを一貫して用いる．

Amann2)の排出沈着行列は図-1に示す全地域間で

要素が与えられているが，実用上は適切に行列要素を

集計して簡約化した排出沈着行列を用いることが便利

である．まずは，国ごとに集計することにより，酸性

物質の国際輸送の概略を理解しよう．表1は，北東ア

ジアのある地域から，日本の各地域へ沈着する割合を

示したものである．1990年現在，年間5950kt-Sの硫黄

が中国東部から排出されており，表1によれば，その

うち0.5％の32kt-Sが日本に沈着している．また，年

間825kt-Sの硫黄が韓国から排出され，表1によれば，

そのうち3.1％の26kt-Sが日本に沈着している．中国

から日本へと沈着する割合は0.5％と小さいものの，

中国における排出の絶対量が巨大であることから，そ

の日本への沈着量が無視できない規模になっているこ

とが注目される．

また，表2によれば，日本各地域において，人間活

動に由来する硫黄沈着のうち，外国由来の硫黄沈着割

合が大きいのは，九州・沖縄地域で，32％を中国東部

由来，29％を韓国由来が占めている．一方日本由来の

沈着分は37％である．

3．中国・韓国への国際協力の費用効果性

本報告では，中国・韓国への国際協力の費用効果性

注5）本報告での中国東部とは，東北平原，藩陽，河北，河

南，安徽，北京，天津，山東，山西，太原，内モンゴ

ル，江蘇，上海，漸江の各地域を指す．
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表2排出沈着行列（2）：沈着先の硫黄沈着量に対

する，排出源の寄与率（人間活動由来のみ）

排出元 中国東部 韓国 北朝鮮 日本

沈着先

中国・四国 27％ 16％ 3％ 56％

中部 3％ 3％ 0％ 90％

北海道･東北 9％ 10％ 10% 79％

関東 11％ 10％ 1％ 78％

近畿 13％ 19％ 1％ 66％

九州・沖縄 32％ 29％ 0% 37％

［注］丸め誤差のため，合計が一致しない場合がある

出所：文献2)より作成．

合計

100%

100%

100%

100%

100%

100%

を，これらの国の排出削減と日本における排出削減と

の，「日本への沈着削減の限界費用」を比較すること

で判定する．以下では，これを行うために，まず分析

の枠組みについて記述し（3.1)，次いで分析の各要素

について記述し（3.2から3.5)，この準備のもとに中

国・韓国への国際協力の費用効果性を検討する（3.①、

この節では，議論の骨格を明確にすることに努め，一

貫した方法論を用いて，一通りの評価作業を行う．そ

の諸仮定の詳細な検討は，改めて次節（節4）で行う．

3.1分析の枠組み：「協力費用」と「回避される費用」

日本にとっての国際協力の費用効果性は，「日本へ

の沈着削減の限界費用」を比較することによって分か

る．「日本への沈着削減の限界費用」は，「排出削減限

界費用」を，「日本への沈着割合」で除して計算する．

各用語の正確な定義は，以下に続く各節で与える．

「日本への沈着削減限界費用」は，さらに以下のよ

うに細分化して再定義することが便利である．以下で

は，必要に応じて，ここで定義される2つの用語一

｢協力費用」と「回避される費用(avoidedcosts)」

を使って議論する．

A)「中国・韓国での排出削減を通じた，日本への沈

着削減限界費用」を，「協力費用」と定義する．

これはすなわち，追加的な1トンの日本への沈着

削減を行うために，日本が国際協力によって費用

を支払うと考えた場合の，日本が負担する費用の

ことである．

B)「日本での排出削減を通じた，日本への沈着削減

限界費用」を，「回避される費用(avoided

costs)」と定義する．これはすなわち，日本で排

出削減を行うことによって，追加的な1トンの沈

着削減を行うための費用のことである．この費用

が,A)の国際協力によって「回避される」と考

－68－



Vol.20No.3(1999)

表3想定した排出削減対策技術

技術名称 脱硫効率
対策費用

＊4

[円/t-SO2]
見積対象国

簡易脱硫*』 70% 20,000 中国

湿式排煙脱硫簿2 90％ 280,000 日本

Welman-Lord法
＊3

98％ 560,000 日本

文献

6）

1）

1)，4）

＊1：脱硫効率70%を達成する簡易脱硫には，以下のような

様々な方式がある：煙道注入方式，改良型湿式石灰一

石膏法，石炭灰利用法，水酸化マグネシウム法，電子

ビーム方式など．これらの技術による中国における脱

硫費用は，30万kW規模の発電所に対しての試算では，

多くの場合，概ね20,000[円/t-SO2]前後と評価され

ている．これら脱硫技術の費用は，現地における資材

および脱硫剤などの調達を適宜想定している．費用が

低い要因の一つとしては，中国における脱硫剤価格カミ

日本に比べて，大幅に安いことが挙げられている6)．

＊2：割引率7.2％，償却期間7年，年経費率21.6％として計

算している．

＊3：この費用は，文献4)における湿式排煙脱硫の費用と

Wellman-Lord法脱硫の費用比を参考にして，日本で

同様なプラントを設置したと想定して湿式排煙脱硫の

費用評価値')を補正したものである．

＊4：この対策費用は，資本費および運転維持費などの総和

（＝総費用）を用いて計算した平均費用である．

える．

国際協力が日本にとって費用効果的であるためには，

｢協力費用」の方が「回避される費用」よりも安けれ

ば良いことになる．

3.2脱硫技術データ

本稿で使用する脱硫技術データを，表3にまとめた．

ここで言う硫黄排出削減の対策費用は，資本費および

運転維持費の総和（＝総費用）を用いて計算した平均

費用である．

中国では，さまざまな低コスト技術オプションが存

在するが，本稿では，これらのうちで最も信頼性の高

い情報として,70%脱硫の簡易脱硫技術のコスト評価

事例を用いた．これによって，中国の低コストオプショ

ンを代表することとした．

日本では，100万kW石炭火力発電における排煙脱

硫費用は，トンSO2あたり28万円と試算されている．

この値を，中国・韓国についても想定した．また，日

本で今後脱硫をさらに進めるとすれば，排煙脱硫費用

はさらに高くなる．ここでは，脱硫技術を湿式の石灰

石膏法から,Wellman-Lord法に変更することを想

定し，そのSOx削減費用としては，トンSO2あたり56

万円に設定した．

3.3排出削減限界費用

排出削減の限界費用を計算するにあたっては，どの

ような技術選択がどの国で行われるかを想定する必要

－69－
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表4排出削減の限界費用

国名 案件 職削騨の変化 限界費用[円/t-SO2]

中国
簡易脱硫の設置

湿式排煙脱硫の設置

0%→70%

0%→90%

20,000

280,000

韓国
簡易脱硫の設置

湿式排煙脱硫の設置

0％→70%

0％→90%

N.A.

280,000

湿式排煙脱硫の設置 0%→90% 280,000

日本 Wellman-Lord

法設備の設置
90％→98％ 3,500,000

がある．ここでは，表4に示す6つの場合を想定した．

・中国においては，脱硫装置が全く整備されていない

排出源が多く存在し，これらに簡易脱硫あるいは湿

式排煙脱硫を設置することが国際協力案件になると

考えられる．

・韓国においても，脱硫装置が全く整備されていない

排出源がなお多く存在するために，中国と同様に，

これらに簡易脱硫あるいは湿式排煙脱硫を設置する

ことが国際協力案件になると考えられる．ただし簡

易脱硫については，韓国についてのデータは得られ

なかった．表3には中国についての見積もりはある

ものの，中国と韓国ではコスト構造が大きく異なる

ために，中国なみに低いコストは韓国には想定でき

ないと考えた．

・日本においては，主要な排出源には排煙脱硫装置が

すでに整備されている．したがって，さらなる硫黄

排出削減を行うためには，現在は排煙脱硫装置が設

置されていない小規模排出源にも設置をするか，あ

るいは，すでに排煙脱硫装置があるところを，より

硫黄削減率の高いもので置き換えるしかない．この

ように考えて，日本では2通りの限界費用を計算し

た：

一小規模排出源における排煙脱硫技術は，大規模

排出源に関する見積もり!)よりもコスト高と考え

られるが，ここでは簡単のために，大規模排出源

注6）日本において，脱硫効率を90%から98%まで向上させ

る場合の限界費用は，以下のように計算される：脱硫

効率を90%から98%まで向上させる場合の限界費用

＝湿式簡易脱硫装置の代わりにWellman-Lord法脱硫

装置を設置する場合の限界費用

=(560,000-280,000)/(0.98-0.90)

=3,500,000[円/t-SO2]

なお，設備寿命前の設備を途中で置き換える場合には

これよりも費用が高くなるが，ここではそのような場

合は想定しない．寿命を終えた設備の置き換えおよび

新設設備を対象として評価する．

他の場合は，脱硫を行わない場合からの変化である

ので，排出削減の平均費用がそのまま限界費用となる．
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の値で代用した．

－大規模排出源については，すでに湿式排煙脱硫

が設置されていると仮定し，その排煙脱硫率をさ

らに引き上げるためには,Wellman-Lordプロ

セスに置き換えることを想定した．

以上各ケースの限界排出削減費用をまとめると，表

4のようになる注6)．

注目に値することは，すでに排煙脱硫の進んでいる

日本において，さらなる排出削減を行おうとする場合，

その限界費用が高騰することである．これは，費用が

増大する割には削減率の上昇が小幅に留まるために，

削減の経済効率性が低くなることを意味している．

3.4排出沈着行列

表5の排出沈着行列を，この節3での検討に用いる．

中国の排出のうちで日本へ沈着する割合は，比較的高

表5 各地点における排

日本へ沈着する割

中国 藩陽

北京

山東

内モンゴル

上海

韓国 ソウル・仁川

韓国南部

プザン

日本 中国・四国

中部

北海道・東北

関東

近畿

九州・沖縄

0.72%

0.44％

0.68％

0.71％

0.60%

1.55％

2.27％

10.39%

15.75％

44.90％

55.27％

31.52％

44.60%

25.13％

(出所：文献2)をもとに作成）
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い藩陽で0.72%(国全体では0.5%)となっており，

中国で排出された硫黄が日本に到達する割合は小さい

ことがわかる.一方，韓国における排出は日本へ沈着

する割合が比較的高く，プザンではその排出の10.4％

に上っている点が注目される．

3.5沈着削減限界費用

以上で，日本への沈着削減限界費用（＝協力費用ま

たは回避される費用）を計算する準備が整った．「日

本への沈着削減の限界費用」は，表4の「排出削減限

界費用」を，表5「日本へ沈着する割合」で除して計

算する．代表的な地点に関する計算結果は，表6に示

す通りである．

3.6費用効果性の検討

この節では，表6の解釈を行う．ただし，一連の前

提条件には科学的不確実性が存在し，またここでの技

術想定は収集可能な範囲での代表値に過ぎない．この

ために，まず本節においては，表6の数値に基づいた

テクニカルな解釈に議論を限定し，最終的な結論は後

の節で述べることにする．

1）「協力費用」と「回避される費用」の比較

ここでは，表6の数字に忠実に，「協力費用」と

｢回避される費用」の比較（＝日本への沈着削減限界

費用の比較）を一通り行ってみる．

A)日本国内で湿式脱硫方式による排出削減を行う場

合（案件⑤）との比較

表6に従えば，日本の脱硫方式として，湿式脱硫方

式を想定した場合（⑤）には，ここで検討した国際協

力において，「協力費用」（①～④）は常に「回避され

る費用」を上回る．すなわち，日本の酸性化対策とし

ての藩陽・プザンヘの国際協力は，費用効果性の面か

らは，正当化できない．藩陽・プザンに関して正当化

表6沈着削減限界費用の計算

案件

①

②

③

④

⑤

⑥

地点

中国

藩陽

韓国
プザン

日本

案件

簡易脱硫

設置

湿式排煙

脱硫設置

簡易脱硫

設置

湿式排煙

脱硫設置

湿式排煙

脱硫設置

Wellman-

Lord法設置

硫黄削減率の

変化

0%→70%

0％→90％

0％→70％

0%→90%

0％→90％

90％→98％

排出削減限界費用

[円/t-SO2]

20,000

280,000

N.A.

280,000

280,000

3,500,000

－70－

日本への

沈着割合

0.72％

10.4％

35.0％

日本への沈着削減限界費用

[円/t-SO2]

2,777,778
(協力費用）

38,888,889

(協力費用）

N.A.

(協力費用）

2,692,308

(協力費用）

800,000

(回避される費用）

10,000,000
(回避される費用）
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表7合理的負担額およびそれが中国・韓国の排出削減限界費用に占める割合

できない以上，日本への沈着割合がさらに低い中国・

韓国のどの地域においても，正当化できない．

B)日本国内でWellman-Lord法による排出削減を

行う場合（案件⑥）との比較

表6に従えば，日本の脱硫方式として,Wellman-

Lord方式を想定した場合（⑥）には，ここで検討し

た国際協力において，「協力費用」は「回避される費

用」を大きく下回る場合がある．すなわち，日本の酸

性化対策としての藩陽・プザンヘの国際協力（藩陽で

の簡易脱硫案件（案件①)，およびプザンでの湿式排

煙脱硫案件（案件④)）が，費用効果性の面から，正

当化される．

藩陽・プザン以外の地点に関しては，日本への沈着

割合は下がるものの，排出沈着行列（表5）の要素を

見ると，中国東部のかなり広い範囲にわたって日本へ

の沈着割合は藩陽と大差が無いために，同地域の広い

範囲での簡易脱硫は正当化されそうである．また，韓

国南部での湿式排煙脱硫も正当化できそうである．

他方で，中国での湿式排煙脱硫の設置（案件⑨は，

費用効果的でない．

2）中国・韓国の排出削減に対する部分的費用負担

A)日本の合理的負担額

上述の1）では，中国・韓国の案件に対して，日本

が費用を全額負担する／しないという，極端な場合の

みを検討してきた．他方では，中国・韓国が，自国の

環境問題への対応として，排出削減を行う場合がある．

このときには，日本も沈着が減少するという便益を受

けるわけなので，いくらかの負担をしても費用効果的

なはずであり，これによって，中国・韓国の費用負担

を軽減することができる．「日本の合理的負担額」を

以下のように定義すると便利である：

日本の合理的負担額：中国・韓国で排出削減を行うこ

担しても費用効果的であると考えられる上限の額（限

界費用)．単位は［円/t-SO2].

このようにして定義された日本の合理的負担額は，

表7のように計算される．ここで，

協力費用／回避される費用＝

日本の合理的負担額／排出削減限界費用

という恒等式が，定義によって成り立つことが，表6

および表7から確認できる．

B)表7の解釈

表7の計算過程を説明し，その意味を述べるために，

表7第1行目のケースAを例として取り上げる．この

ケースAで比較されている案件は，中国・藩陽におけ

る簡易脱硫設備の設置と，日本における湿式脱硫設備

の設置である．日本の合理的負担額は，日本の排煙脱

硫による沈着削減限界費用80万円（表6を参照）に，

藩陽から日本への沈着割合0.72%(同じく表6を参卿

を掛けた5760[円/t-S]になっている．これは，藩

陽における排出削減限界費用20,000［円/t-S]の29

％に相当する．

表7において，⑥の欄の「日本の合理的負担割合」

(＝③を⑤で除して得られる）が100%以下であれば，

その案件を全額負担することは日本にとって費用効果

的で無いことになる．ただし，その数値の示す割合だ

けは，負担をすることに費用効果性がある．上の例で

言えば，この藩陽の案件については，5760［円/t-

SO2]までは支払うことに合理性がある．これは簡易

脱硫案件で言えば全費用の29％を日本が負担してよい

という意味になる．

対照的に，⑥の欄の「日本の合理的負担割合」が100

％以上であれば，その案件の全額負担が日本にとって

費用効果的であることになる．また，その数値が大き

ければ大きいほど，日本にとっての便益が大きいこと

を示している．とで，日本の自国内排出削減の費用が軽減されるとの

観点から，中国・韓国の排出削減に対して，日本が負

－71－

ケ
ー
ス

①想定する

日本の案件

②日本の支払

いの対象地点

③日本の合理的負

担額［円/t-SO2]

④日本の支払いの

対象地点の案件
⑤対象地点の限界排出

削減費用［円/t-SO2]

⑥日本の合理的負担

割合［％］（＝③/⑤）

A

B

C

，

湿式排煙脱

硫設備の設

置

中国

藩陽

韓国
プザン

5,760

83,200

簡易

湿式排煙

簡易

湿式排煙

20,000

280,000

N.A.

280,000

29％

2％

N.A.

30%

E

F

G

H

Wellman-

Lord法設備

の設置

中国

灌陽

韓国
プザン

72,000

1,040,000

簡易

湿式排煙

簡易

湿式排煙

20,000

280,000

N.A.

280,000

360％

26％

N.A.

371％
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4．数値の取扱いに関する検討と解釈

ここでは，これまでの数値の取扱いについて必要な

検討を行い，その意味する内容について考察する．特

に注意を要する点は，既に述べた脱硫技術データの設

定以外にも2つある．1つは損害評価に関する問題で

あり，もう1つは輸送モデルの精度に関する問題であ

る．

4.1損害の評価に関する問題

本稿では，広い地域にわたって集計された沈着量を，

異なる排出源に対して比較してきた．この立場で対策

費用の比較をすることは，損害の性質について，いく

つかの暗黙の仮定をおいていることになる．あるいは，

言い換えれば，このような分析では，硫黄排出による

被害のうち，その一部分しか見ていないことにな

る注7)．

実際には，硫黄排出の特徴として，排出源と被害発

生地点の位置関係によって，損害の性質が異なる可能

性がある．それは一方では，喘息のような局所的・短

期的で，深刻な健康被害をもたらす場合がある．他方

では，湖沼酸性化のような，広域的・長期的で，健康

被害は特に生じないような場合もある．

本稿での比較は，基本的には，広域的・長期的な，

いわゆる「酸性化問題」に関する分析であって，局所

的・短期的な，「大気汚染公害」に関するものではな

い．つまり，後者についても考慮に入れるとすれば，

本稿の費用比較に加えて，別途考察しなければならな

い．また，「酸性化」についても，かなり単純化して

考えていることになる．つまり，その損害が基本的に

沈着量に比例的であるとしており，例えば物理的な意

味での閾値の存在は仮定していない．

もしも局所的・短期的な被害がより重要であれば，

対策としては，その地域における集中的な排出削減が

必要であろう．したがって，日本における排出削減が，

局所的な環境影響軽減を主眼として行われる場合には，

本稿の分析によって示唆されるほど，国際協力の費用

効果性は高くないことになる．

他方で，局所的な健康被害問題が，日本においては

解決済みであり，広域な酸性化が主要な問題であると

いう立場もあろう．この場合は，国際協力による硫黄

沈着削減によって，費用効果的に酸性化防止をできる

注7）硫黄排出を含むエネルギーシステムの環境リスク分析

手法についての，より包括的な記述については，文

献'0)を参照されたい．

エネルギー・資源

可能性を示す本稿の試算結果は，魅力を増すだろう．

残念ながら，特に低線量の場合の被害に関する科学

的知見が不足しているために，上記の損害に関する考

え方のうち，何れかが正しいと科学的に結論すること

は，現段階ではできない．この状況において政策決定

者にとって重要なことは，様々な時空的スケールにわ

たる被害のそれぞれに適切に対処できるように，さま

ざまな対策から成るパッケージを検討してゆくことだ

ろう．

4.2輸送モデルの精度

近年，アジア地域を対象に多くの輸送モデルが開発

されている．輸送モデルの妥当性は，観測データとの

比較により確認するのが一般的である．

大気中に排出された二酸化硫黄は，輸送中に拡散に

よる希釈，硫酸への酸化，粒子化，土壌粒子による中

和などを経て，地表面に除去される．地表面への除去

は，雨や雲を介する場合と介さない場合の両方で起こ

る．こういった自然界で起こる物理，化学現象，それ

も気象や地理的条件に支配される複雑な現象が対象な

ので，輸送モデルの結果と観測結果が完全に一致する

ことはあり得ない．このため，計算と観測がファクター

2以内で一致することが，一つの目安になっている．

輸送モデルの予測結果に誤差が含まれることから，

当然，そのモデルを用いて評価した排出沈着行列にも

不確かさが含まれる．例えば，わが国に沈着する硫黄

の大陸起源排出の寄与率は，5％～42％と予測者によっ

て違いがある皿)．また，本報告で用いた文献2)の輸送

モデルでは，中国の発生量の0.5%が日本に沈着する

と推定しているが，電中研8)の輸送モデルでは，その

2倍の1.0％となっている．

5．結論

数値分析の結果は表6および表7に要約されており，

また節3.6で議論されている．これらの数値的結果は，

技術想定に関する不確実性や酸性物質輸送モデルに関

する不確実性などが存在するために，厳密なものとし

て捉えるべきではなく，むしろ半定量的なものとして

理解するべきである．これらのことをふまえて，本稿

で検討した情報を総合すれば，以下のようにまとめる

ことができる．

1）中国の脱硫への日本の出資の費用効果性

本稿で採用した費用評価に基づけば，中国における

簡易脱硫は，日本で追加的な排煙脱硫を行うよりもは

るかに排出削減限界費用が低い．従って，中国から日

－72－
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本へ沈着する割合が小さいことを考慮に入れても，簡

易脱硫案件の全額あるいは何割かの費用を，日本が負

担することには，費用効果性があると考えられる．他

方で，中国における排煙脱硫設備の設置は，日本にとっ

ての費用効果性は極めて低く，殆ど出資の意味が無い．

但しこれは，中国における公害防止としての意味を否

定するものでは無い．

日本における排煙脱硫設備の設置が，大排出源につ

いてはほぼ完了していて，今後は高コストの小排出源

にしか設置できなくなることを考えると，中国への出

資は魅力を増す．

他方で，日本の大排出源において，その排出削減率

を現状から数％高めるために費用負担を倍増させるよ

うな手段は，限界費用が極めて高くつく．従って，広

域的な酸性化防止の観点からは，それを選択するより

は，国際協力に出資した方が良いだろう．

以上は，日本にとっての費用効果性という側面だけ

を取り出した議論であった．しかし，硫黄削減に関す

る対中協力を，日本にとっての費用効果性という側面

だけから考えるということは，硫黄分の排出とそれが

もたらす環境汚染，という問題の本質を捕らえている

とは言い難い．何故なら，中国の排出のうち，その殆

どである83％は中国自身に沈着し，日本への沈着はそ

の0.5%に過ぎないからである2).従って，対中協力

を行うとすれば，その便益の大半は中国が受け取るも

のになる．この理解に立てば，中国の脱硫への出資は，

中国の環境保護と人民の健康維持のために行う畷剛

と考える方が素直である．中国の硫黄削減の目的とし

ては，日本の酸性化防止は副次的であり，主目的では

ないことは，心に留めておく必要がある．

2）韓国南部への日本の出資の費用効果性：二国間協

力枠組みの提案

本稿の検討結果の興味深い点の一つは，詳細な地域

分割に基づく検討を行った結果として，韓国南部に対

する脱硫に関する日韓国際協力の意義が示唆されたこ

とである．表5を見れば，プザンの排出の'0％強が日

本に沈着する一方で，九州．沖縄の排出は25％しか日

本に沈着しないことがわかる．この状況下では，日本

の環境保護のためには，韓国南部の排出削減に対して，

日本国内の排出削減に準ずるぐらいの注目が必要であ

る．韓国南部には未だ排煙脱硫の設置されていない排

出源があり，これらの費用負担の一部を日本が受け持

つ代わりに，韓国に排出削減政策の加速を求めるといっ

た，国際協力の形態が考えられる．このプロセスには，

296

ヘルシンキ議定書に代表される欧州の経験が利用でき

るだろう．また，今後韓・中間や韓・台間などを中心

として，アジアにおける類似の国際協力が必要になっ

ていくと考えられるために，その端緒として，まず日・

韓で始めてみる意義も大きいだろう．

今後の課題としては，技術データや輸送モデルの改

善があり，この作業によって本稿の枠組みで，さらに

詳細な議論が可能になるだろう．他方で，損害に関す

る研究は，このような定量的枠組みで論じるにはまだ

課題が多い．いずれにせよ，アジアの硫黄排出による

環境影響は深刻化しており，適切な国際協調に支えら

れた一刻も早い排出削減努力が求められている．本稿

でも参照させて頂いた多くの優れた研究を含め，関連

する各分野の研究者諸氏に期待したい．

謝辞：本研究にあたって，貴重な議論をして頂いた埼

玉大学外岡教授主催の東アジアエネルギー環境問題研

究会およびIIASAの越境大気汚染プロジェクトの方々

に感謝します．また2人の匿名の査読者にも，有益な

コメントを頂いたことを，心より感謝致します．
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